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B ．事業創造、

雇用拡大

関係

府省等
対応状況 主な成果 課題 これか らの取 り組み

ィ．税制改革

○低公害車、燃料電池、 国土交通省・自動車税のグリーン化とし ・平成14年12月末時点で381 ・新車販売される自動車の ①平成15年度より、自動車
スーパーエコシップ等革新的 て、新規登録の低公害車を排 万台の低公害車が普及して ・62％が低公害車となってお 続のグリーン化、自動車取
な省エネ・新エネ技術の開 出ガスの低減レベル等に応じ いる （平成13年3月未63万 リ（2002年12月）、今後は 緯税の軽減措置について、
発・普及や新エネルギー施 、 て軽課し、車齢11年を超える 台）。 より環境性能の優れた自動 環境性能の高い自動車に対
設の整備への支援を行うとと ディーゼル車や車齢13年を超 車に税制上の優遇対象を絞 象を絞り込むとともに、新
もに、モーダルシフトを促進 えるガソリン車を重課するは リこんだ上で、さらに普及 たに低P M認定車等に対す
する。 か、低公害車の取得に係る自 を促進する必要がある。 る措置を創設する。また、
（低公害車の普及） 動車取得税を軽減する自動車

取得税の軽減措置を実施。

・地方運輸局を通じた地方公
共団体、運輸業界、産業界へ
の啓発活動・指導を実施。

地方運輸局を通じた地方公
共団体、運輸業界、産業界
への啓発活動・指導を引き
続き実施する。

口．歳 出改革

新規の都市開発事業につい国土交通省平成14年度予算において、都 ・引き続き都市開発事業につ
て既成市街地の事業に重点 市開発事業について、既成市 いて、重点的な配分を図る予
をシフトする。 街地への重点的な配分を行っこ

た。
定。

ハ ．規制改革

・中古住宅に係る性能表示国土交通省 ・平成14年3月に、基準の 平成14年8月に行った基準 制度の普及促進 引き続き制度の普及促進を
基準及び評価方法基準の変 変更の試案を作成 の策定に活用されている。 図る。
更の試案を作成する。 ・平成14年8月に、中古住

宅に係る性能表示基準及び
評価方法基準を策定し施行

・平成14年12月に、評価を
行う第三者機関を指定し、
制度運用を開始

本制度に基づく住宅の性能
等に関する客観的な情報の
提供は、住宅流通市場の整
備に資するものである。

中古住宅の流通市場を育成国土交通省 ・平成14年8月に、中古住 本制度に基づく住宅の性能 制度の普及促進 引き続き制度の普及促進を
するため、中古住宅の検査 宅に係る性能表示基準及び 等に関する客観的な情報の 図る。
を含む性能表示の在り方に 評価方法基準を策定し施行 提供は、住宅流通市場の整
ついて検討の上、性能表示
基準及び評価方法基準を変
更し、制度化する。

・平成14年12月に、評価を
行う第三者機関を指定し、
制度運用を開始

備に資するものである。
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●　　　　　　　　　　　　 ●

ホ ． そ の 他 の 制

度 改 革

各種長期計画のあり方につ 国土交通省 「社会資本整備重点計画法 ・法案が成立次第、計画策 ・15年度からの計画の実施
いて、その必要性を含め総 案」及び 「社会資本整備重 定に向けた検討を行う に支障のないよう、平成14
合的に検討する。 点計画法の施行に伴う関係

法律の整備等に関する法律
案」について、本年2 月4
日の閣議決定を受け第156回
通常国会に提出。 ・アウト
カム （成果）目標に重点を
置き、総事業費は内容とし
ない社会資本整備重点計画
に一本化

・都市公園、下水道、港湾
の緊急措置法の廃止、治山
治水緊急措置法について治
水事業に係る規定の廃止、
通路整備緊急措置法及び交
通安全施設等整備事業に関
する緊急措置法について、
長期計画に係る規定の廃止
等

年度中の新法成立を目指
す。

世界最先端の I T 国家の姿 国土交通省 世界最先端の高度 I T 化が 成田空港において、世界最 世界各国の空港との競争の ②③
を国民のみならず世界に広 図られた 「e －エアポー 高水準のインターネット接 中で、バイオメトリクスや 1 5年度においても、バイ
く提示するため、最先端技 ト」を実現すべく、航空 続環境が整備されるなど、 電子タグなど、時時刻刻と オメトリクスを活用した本
術の開発、実証実験等を実 チェックイン手続き等の電 利用者利便の向上等が図ら 進歩する最先端技術を効果 人認証、電子タグを活用し
施する。 子化、アクセス交通情報 ・ れた。 的に活用し、国際空港の高 た航空手荷物の高度管理等

フライト情報の総合提供、 度 I T 化に引き続き積極的 に関する実証実験等を行
インターネット接続環境の
整備に関する実証実験等を
皇燻し吏・＿

に取り組んでいく必要があ
る。

う。

日常生活に必要な様々な支 国土交通省 東京23区内及び武蔵野市 ・ 現在、東京23区内及び武蔵 「生活支援輸送サービスJ 実験に参加した利用者及び
接を行う輸送サービス （生 三鷹市内、国分寺市 ・立川 野市 ・三鷹市内、国分寺 に関する課題については、 事業者の実験に対する意
活支援輸送サービス）の促 市 ・国立市及び昭島市、川 市 ・立川市・国立市及び昭 実験に参加した利用者及び 見 ・評価を探り、 r生活支
進を図るため、実証実験を 崎市麻生区内において平成 島市、川崎市麻生区内にお 事業者の実験に対する意F 援輸送サービス」に関する
実施する。 （平成1 4 年度 15年1月31日～3月31日まで いて生活支援輸送サービス 見 ・評価を探り抽出する。 課題の抽出等を行うことに
中） の期間、生活支援輸送サー

ビスの社会実験を実施中。
の社会実験を実施中。 よって、このような輸送の

普及を図る。

新規の都市開発事業につい
て既成市街地の事業に重点
をシフトする。

国土交通省 再掲
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官民資産を活用し、‾利用者 厚生労働 ○ ‘「安心ハウス構想」の O　 r安心ハウス構想」パ ○　 民間事業者等に対し、 0　 民間団体が主催する、地
負担を原則とする中所得者 省、国土交 普及、啓発のため、民間団 シフレットの作成 （3 万部 r安心ハウス構想」につい 方公共団体、民間事業者等向
向け 「安心ハウス構想」 通省 体が行う、パンフレット 発行、1 万部配布） て、引き続き普及 ・啓発を けのセミナーの開催に対して、
（高齢者用施設で質の高い （3 万部発行）やテキス ト O　 「安心ハウス構想」に 図ること。 今後とも必要な協力を行う予

ケアサービスを受けられ の作成及び地方公共団体、 餉するテキス トの作成 定である。
る。）を民間主体の多様な 民間事業者等向けのセミ ○　 セミナーの開催 （東京
ビジネスモデル （老人デイ ナーの開催 （4 回開催）に 3 回、大阪1 回　 受講者数
サービス併設型、公営住宅

活用型、高齢者向け優良賃
貸住宅活用型、民有地活用
型）で構築 （13年度中）、
その普及を図る （14年度
中）。

対して、必要な支援と協力

を行った。
約 9 0 0 人）

廃棄物の処理及びリサイク 国土交通省 ・東京圏における建設廃棄 ・実験結果を整理の上、成 ・実験結果を整理し、課題 ①第156回国会会期末
ルの推進に開し、技術開発 物共同集配システム実証実 栗の利活用が図られるべく については今後整理の予

定。

・建設廃棄物の共同収集 ・

実験結果の整理後、建設
や社会の仕組みの確立など 験の実施 記者発表予定。 廃棄物共同集配システムの
を進める。例えば、循環型 東京圏の臨海部等の遊休 ・今後、今回実験を行った 導入促進に係る検討を実施
社会形成を進める静脈物流 地を活用した リサイクル事 廃棄物共同集配システムの 運搬の管理 ・運営基地とな する。

②平成15年末
システム、静脈にかかる情 業を促進するフィージビリ 導入促進を図るための基礎 るリサイクルセンターの検
報ネットワークの構築及び ティスタディ調査を実施。 資料として活用。 討。
リサイクル事業の活性化を ・調査対象廃棄物　 コン 必要があれば、今回の実
進める。 クリート塊、アスファル ト

塊、建設発生木材、建設汚
泥、金属くず、廃プラス
ティック等の建設廃棄物等

・調査項目　　 （か産業
廃棄物の排出 ・収集 ・運
搬 ・処理 ・再資源化の現状
と課題の把握。　 ②収集 ・
運搬 ・再資源化の関連イン
フラの状況と課題の把握。

・トラック等による効率
的 ・低コス トの収集 ・運搬
システムの検討。

・現在、実験結果解析及び
各種課題の検討を実施中。

験により判明した課題及び
システム導入促進に係る検
討を踏まえ、システムの改
善に係る追加的な検討を実
施する。

③それ以降
建設廃棄物共同集配シス

テムの導入促進に係る施策
検討を実施する。
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℡　　　　　　　　　　　　　　 ℡
低公害車、燃料電池、スー スーパーエコシップの市場 在来船の半分がスーパーエ スーパーエコシップの普及 ①二重反転式ポッド型推進
パーエコシップ等革新的な ニーズ調査、船種、主要 コシップに代替され、副次 こ不可欠な乗組み制度等の 器の実寸モデルの設計 ・製

作
（診二重反転式ポッド型推進

省エネ・新エネ技術の開 目、具備すべき要件等の検 的にモーダルシフ トが進む 検討を行う必要がある。
発 ・普及や新エネルギー施 討やCADとCFD （数値流体力 ことでさらに長距離雑貨輸
投の整備への支援を行うと 学）を統合した船型設計及 送の 1 0 ％に相当する分の 器の実寸モデルの設計 ・製

作

スーパーエコシップ搭載用

ともに、モーダルシフ トを び総合性能評価システムの 新造船需要が見込まれる。
促進する。 研究開発、CFDと水槽試験に これらの経済効果は金額に
（スーパーエコシップ） よる新船塾の性能評価試 して 1 0 年間で約 6 3 0 0 高効率舶用ガスタービン

験、二重反転式ポッド型推 億円である。また、これに （SMGT）の設計
進器の要素モデル試験等の 伴い、舶用ガスタービン保 実証船の基本設計
研究を実施。スーパーエコ 守管理会社等の新規産業が （診二重反転式ポッド型推進
シップの平成 1 8 年度から 創出され、約6 万人の誘発 器の実寸モデルの試験、
の速やかな市場への投入を
可能とするた吟、平成14年
度補正予算により、予定さ
れている研究開発を前倒し
して実施。

雇用が見込まれる。 スーパーエコシップ搭載用
高効率舶用ガスタービン
（SMGT）の製作、実証船の

詳細設計 ・建造および実証
試験

○新規観光創出のための高 国土交通省 平成 1 4 年 1 2 月までに 「晴れの国岡山スーパー割 ①②③ （継続実施）
速道路料金スーパー割引を 「晴れの国岡山スーパー割 引3 D A Y S チケット」を 観光施設やイベントとのタ
導入する。 引3 D A Y S チケット」、 導入した岡山県では、全体 イアップ等地域の協力を得

「超特北海道スーパー割引 の観光客数が減少する一方 つつ、今後とも積極的に展
5 D A Y S チケット」等、
全国で 1 7 券種を発売

で、チケットの出発地エリ
アである近畿圏からの観光
客数が増加

開
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B ． 事 莱 創 造 、

雇 用 拡 大

関係

府 省 等
対 応 状 況 主 な 成 果 課 題 これ か らの 取 り組 み

ィ ．税 制 改 革

関係府省は、地球温暖化対 国土交通省 ・自動車税のグリーン化とし 平成14年12月末時点で381万 新車販売される自動車の ①平成15年度より、自動車
策を進める観点から、低公 て、新規登録の低公害車を排 台の低公害車が普及してい 62％が低公害車となってお 税のグリーン化、自動車取
害車、環境配慮型の住宅、 出ガスの低減レベル等に応じ る （平成13年3月未63万 リ （2002年12月）、今後は 得税の軽減措置について、
建築物及び機器等の開発・ て軽課し、車齢11年を超える 台）。 より環境性能の優れた自動 環境性能の高い自動車に対
普及に係る民間企業の取組 ディーゼル車や車齢13年を超 車に税制上の優遇対象を絞 象を絞り込むとともに、新
みを促進し、新たな需要や産 えるガソリン車を重課するほ リこんだ上で、さらに普及 たに低P M 認定車等に対す
業の創出を円滑化する。 か、低公害車の取得に係る自

動車取得税を軽減する自動車
取得税の軽減措置を実施。

・地方運輸局を通じた地方公
共団体、運輸業界、産業界へ
の啓発活動・指導を実施。

を促進する必要がある。 る措置を創設する。また、
弛方運輸局を通じた地方公
共団体、運輸業界∴産業界
への啓発活動 ・指導を引き
続き実施する。

口 ． 歳 出 改 革

総務省、関係府省は、情報 国土交通省 ・今後の急速な高齢化の進 ・14年度未に取りまとめを ・14年度末に取りまとめを G）第156回国会会期末
開示の推進等を含め電子政 展を見据え、積雪寒冷・広 ▼予定 通じて課題を明らかにする ・調査結果取りまとめ
府 ・電子自治体を推進し、
原則すべての国民との間の
手続きの電子化を平成15年
度中に実施する。また、関
係府省は、ITS、GISの本格
的普及、医療や防災等の公
共分野における汀化加速、
電子商取引等を推進すると
ともに、電子入札を積極的
に進める。

域分散型の北海道の地方部
において特に喫緊の課題と
なっている地域医療の充実
を図るため、地方の高齢者
等の高次医療受診機会の確
保に資する医療情報ネット
ワーク及びけV6を活用した
遠隔健康管理支援システム
を構築し、高次・地域医療
機関と地域住民との間で遠
隔医療の実証実験を行い、
その有効性を検証するとと
もに、遠隔医療を導入した
新たな仕組みづくりについ
て検討を行っている。

こととしている。
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℡　　　　　　　　　　　　　 ●
関係府省は、廃棄物 ・リサ 国土交通省 ・積雪寒冷地において、家 ・1 4 年度未に中聞取りま ・1 再年度末に中聞取りま ①第156回国会会期末
イクル処理などの環境技術 畜排せつ物等をバイオマス とめを予定 とめを通じて課題を明らか 引き続き実証試験を
の実用化に向けた研究開発 として利活用する資源循環 にしてゆくこととしてい

る。
実施

等を進めることにより、経 システムを確立するため、 ②平成15年末
済活動の環境への負荷を低 バイオガスプラントを北海 引き続き実証試験を
減 し、環境セクターを創出 道内2 箇所に建設し、メタ・ 実施
し、拡大する。また、関係 ン発酵を中心とする家畜排 ③それ以降
府省は、自動車リサイクル せつ物等の適切な処理とパ 1 6 年度未までに最
制度の創設や、各種リサイ

クル法の着実な実施など循
環型社会の構築に向けた取
組みを推進する。

イオガスのエネルギー利用
等に関する寅証試験を実施
している。

終取りまとめを予定

燃料電池については、内閣
官房及び関係府省は、平成

国土交通省 ・北海道に豊富に存在する
水素資源を利用し、燃料電

・14年度未に取りまとめを予定 ・14 年度末に取りまとめを通
じて課題を明らかにすることと

①第156回国会会期末

・調査結果取りまとめ
17 年を目途に安全性の確
保を前提としつつ、包括的な
規制の再点検を行う。また、
関係府省は、燃料電池自動
車、住宅用燃料電池の開
発・普及を推進する。

池から発生する電気及び熱

の地域内有効活用手法を確
立するため、北海道大学の
水素貯蔵 ・運搬システムの
耐久性 ・効率 ・反応速度な
どの特性把握のための実証
実験、都市再開発や建物の

整備手法の検討、制度面で
の基盤整備の検討を進め、
標準的な導入マニュアルを
作成することにより、燃料
電池活用型の街づくりを展
聞｛

している。

・燃料電池の分散配置、安 ・15年度新規施策 ・施策の実施を踏まえて課題 ①第156回国会会期末
全な水素供給や効率的なエ
ネルギー利用ネットワーク
構築に関する実証試験を行

い、燃料電池を活用したク
リーンな街づくり構想のた
めのモデルプランを策定す
る。また、燃料電池の実用
化 ・普及による地域エネル
ギー供給事業等燃料電池関
連産業の育成方策を検討す
る。 l予算額2．8億円＝新規）

を明らかにすることとしてい
る。

・調査計画の検討

・検討委員会の開催
（診平成15年末

・実証実験の開始
・検討委員会の開催

③それ以降

・実証実験の実施
・検討委員会の開催
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・エネルギー自立型の農村 ・15年度新規施策 ・施策の実施を踏まえて課題 （取第156回国会会期末
社会を目指すため、家畜ふ を明らかにすることとしてい ・プラント設計 ・整備
ん尿の嫌気性発酵によりバ
イオガスを発生させる別海
資源循環試験施設を活用

し、バイオガスから水素を
発生するための改質及び生
成した水素の貯蔵に必要な
プラントを整備することに
より、燃料電池の安定的運
転を実証すると共に、通年

のエネルギー効率および二
酸化炭素の削減効果に関す
る調査研究を行う。 （予算額
11 7倍円1 薪媚l

る。 （診平成15年末

・プラント設計 ・整備
・研究の実施

③それ以降

・研究の実施

文部科学省、経済産業省 国土交通省 ・北海道産業クラスター創 ・14年度未に取りまとめを ・14年度未に取りまとめを ①第156回国会会期末
は、関係府省と協力し、平 造プロジェク ト推進の支援 予定

・14年度末に取りまとめを

通じて課題を明らかにするr ・調査結果取りまとめ

①第156回国会会期末

成 1 4 年度から、バイオ、
l T 等地域に蓄積した知的
資産を活用し、知的クラス

ター創生事業や産業クラス
ター計画を相互に連携しつ

つ推進する。

として、製品化実現のため
の技術の確立により早期に
事業化が期待できる個別プ

ロジェク トについて、産業
クラスター構想の中核推進
機関、大学等の連携協力に

より、早期事業化、産業化
こ向けた支援を実施してい
る。

・北海道産業クラスター構
想の戦略的プロジェク トと

して従来から支援 してきた

こととしている。

・14年度末に取りまとめを
通じて課題を明らかにする

糖鎖工学産業クラスターの
促進に向け、塘 ・複合糖質
の多量合成技術の開発に対
する支援を実施している。

定 こととしている。 ・調査結果取 りまとめ

・北海道に蓄積された糖鎖 ・15年度新規施策 ・施策の実施を踏まえて課題 （9 第156回国会会期末
工学関連技術の活用による を明らかにすることとしてい ・調査の実施
付加価値の高い糖質の量産
化手法を調査するととも
に、糖鎖工学関連技術につ
いて地域への移転 ・還元を
促進するため、北海道に賦
存する農林水産資源の糖質
原料化に関する調査を平行
して行う。 （予算額1．1億
円＝新規）

る。 ②平成15年末

・調査の実施
③それ以降

・調査の実施
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●　　　　　　　　　　　　　 l■

農林水産省、環境省、関係 国土交通省 ・積雪寒冷地において、家 ・1 4 年度未に中間取りま ・1 ヰ‾年度末に中間取りま ①第156回国会会期末
府省は協力して、動植物、 畜排せつ物等をバイオマス とめを予定 とめを通じて課題を明らか 引き続き実証試験を
微生物や有機性廃棄物から として利活用する資源循環 にしてゆくこと－としてい

る。
実施

エネルギー源や製品を得る システムを確立するため、 ②平成15年末
バイオマスの利活用の推進 バイオガスプラントを北海 引き続き実証試験を
について具体策を平成1 4 道内2 箇所に建設し、メタ 実施
年度中にとりまとめる等、 ン発酵を中心とする家畜排 （診それ以降
計画的に取り組む。 せつ物等の適切な処理とバ

イオガスのエネルギー利用
等に関する実証試験を実施
している。

1‘6年度末までに最
終取りまとめを予定

関係府省は、汀を利用した 国土交通省 ・今後の急速な高齢化の進 ・14年度未に取りまとめを ・14年度未に取りまとめを ①第156回国会会期末
無医地区をはじめとする医 展を見据え、積雪寒冷 ・広 予定 通じて課題を明らかにする ・，調査結果取りまとめ
療ネットワークの整備を引
き続き推進する。

域分散型の北海道の地方部

において特に喫緊の課題と
なっている地域医療の充実
を図るため、地方の高齢者
等の高次医療受診機会の確
保に資する医療情報ネット
ワーク及びけV6を活用した
遠隔健康管理支援システム
を構築し、高次 ・地域医療
機関と地域住民との間で遠
隔医療の実証実験を行い、
その有効性を検証するとと
もに、遠隔医療を導入した
新たな仕組みづくりについ
て検討を行っている。

こととしている。

ハ ． 規 制 改 革

総務省、関係府省は、情報 国土交通省 国土交通省が扱う317の行政 オンラインによる申請 ・届 普及の促進とともに、一層 ①、②、（諺　　　　　 「国
開示の推進等を含め電子政 手続等についてオンライン 出等の普及には時間がかか の利用促進を図る必要があ 土交通省行政手続等の電子
府 ・電子自治体を推進し、 化実施済 （平成1 5 年 1月 るため、今後、具体的成果 る。 化推進アクション・プラ
原則すべての国民との間の 末時） が表れるものと思料してい ン」 （平成1 4 年 7 月3 0
手続きの電子化を平成15年
度中に実施する。また、関
係府省は、ITS、引Sの本格
的普及、医療や防災等の公
共分野における廿化加速、
電子商取引等を推進すると
ともに、電子入札を積極的
に進める。

るところ。 日）に従って、順次オンラ
イン化を推進していく予
定。
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既存住宅に係る検査 ・評価 国土交通省 平成14年12月に、検査 ・評 本制度に基づく住宅の性能 制度の普及促進 引き続き制度の普及促進を
制度の構築 価を行う第三者棟関を指定

し、制度運用を開始
等に関する客観的な情報の
提供は、住宅流通市場の整
備に資するものである。

図る。

関係府省は、地球温暖化対 国土交通省 貨物運送取扱事業法施行規 ・今般の法改正により、第 ・改正法の施行に向け、運 ①運用上の措置を整備し、
策を進める観点から、低公 則等め一部を改正する省令 一種利用運送事業の参入規 用上の措置について整備す r鉄道事業法の一部を改正
害車、環境配慮型の住宅、 （平成15年国土交通省令第 制の許可制から登録制への る必要がある。 する法律」を平成15年4月1
建築物及び機器等の開発・ 11号）及び鉄道事業法等の 緩和、第二種利用運送事業 日に施行する。

普及に係る民間企業の取組 一部を改正する法律の施行 の幹線輸送モー ドへの海運 （診施行済
みを促進し、新たな需要や産 に伴う経過措置を定める省 の追加、‾運賃 ・料金の事前 ③施行済
業の創出を円滑化する。 令 （平成15年国土交通省令

第12号）を平成15年2月14日

に公布した。

届出制の廃止等により、．利
用運送事業の活性化、効率
化が図られることとなる。

外務省、国土交通省は協力 国土交通省 観光客誘致のための、査証免 これまで中国国民訪日団体観 良好な公安・治安の維持に配 ①、②、③
して平成 1 4 年度から、観 除を含む査証発給手続の簡 光旅行の査証発給は、在北京 慮しつつピザ発給手続の簡素 関係省庁と連携 ・協議 し
光客誘致のためのビザ発行 素化等の推進のための検討・日本大使館でのみ実施されて 化、迅速化等を一層推進する て、取り組んでいく。
の規制緩和を行う。 調整。 きたが、20 0 3年2 月6 日より

在上海総領事館での発給を開
始。

必要がある。

二 ． 金 融 シ ス テ ム 改 革

文部科学省、経済産業省 ・寒冷地に集積しているバ ・15年度新規施策 ・施策の実施を踏まえて課題 ①第156回国会会期末
は、関係府省と協力し、平 イオテクノロジー等の技術 を明らかにすることとしてい ・貸付け等の実施
成 1 4 年度から、バイオ、 を活用した地域資源の高付 る。 ②平成15年末
l T 等地域に蓄積した知的 加価値化に資する事業を政 ・貸付け等の実施
資産を活用し、知的クラス 策金融により支援し、産業 ③それ以降
クー創生事業や産業クラス
ター計画を相互に連携しつ

つ推進する。

活動の活性化による自立型
経済への構造改革を推進す
る。 （日本政策投資銀行、金
利 ：政策金利日、融資比
率 ：50線＝新規）

・貸付け等の実施
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ホ ． そ の 他 の 制 度 改 革

総務省、厚生労働省、経済 国土交通省 総務省、厚生労働省、経済産 総務省、厚生労働省、経済産 現在進めている「テレワーケ ①rテレワーク・S O H O の推進
産業省、国土交通省は連携 業省と連携して、「テレワーク・業省と連携して実施した、「テ S O H Oの推進による地域活性 による地域活性化のための総
して、平成14年度から、情 S O H O の推進による地域活性 レワーク・S O H Oの推進によ 化のための総合的支援方策 合的支援方策検討調査」の結
報通信環境の高度化、地域 化のための総合的支援方策 る地域活性化のための総合的 検討調査」の結果等を踏まえ 果分析とテレワーク推進上の
コミュニティ形成、ビジネス環 検討調査」を実施し、テレワー 支援方策検討調査」により、テ て、総務省、厚生労働省、経 課題、支援のあり方等をまと
境整備、就業条件の確保等 ク推進のための総合的な支援 レワーク人口及びテレワーク 済産業省と連携して、テレワー め、シンポジウムで公表予定。
を通じて、テレワーク・SOHO 方策を検討している。 推進上の課題等のテレワーク クを推進する上での課題と総 ②総務省、厚生労働省、経済
など多様な働き方を支援す また、総務省、厚生労働省等 の実態を明らかにしているとこ

ろ。
また、コンテンツの試作と、ス

合的な支援方策について検討 産業省と連携して、テレワーク
る。 と連携して、情報通信機器に していくことが必要である。 の総合的な支援方策を検討・

あまり習熟していない女性・高 また、女性・高齢者等の社会 実施するための「テレワークモ
齢者等がテレワークを手軽に キル習得のための講習会の 参画に資するため、試作した デル都市制度」について検討
実施できるコンテンツを試作す 実施等により、女性・高齢者等 コンテンツの充実を図る必要 していく。．
るとともに、スキル習得のため の社会参画に資する環境整備 がある。 また、平成14年度に試作した
の講習会等を実施した。 を推進した。 さらに、テレワークの普及啓発 コンテンツを充実させ、テレ
さらに、勤労者を対象とした さらに、エッセイコンテスト及び 活動の継続的な実施が必要。ワーク実施環境の整備を行
エッセイコンテスト及び記念セ
ミナーによる普及啓発活動を

記念セミナーにおいては、勤
労者がテレワークにより実現し

う。
さらに、シンポジウム等の普及

実施。 ているライフスタイルの紹介・
表彰や、企業におけるテレ
ワークの先進事例等の紹介を
行い、テレワークの推進のた
めの一誌遇右疲l播＿

啓発活動を実施していく。
（診テレワークモデル都市の指
定を行い、総合的な支援を実
施するとともに、シンポジウム
隻の普乃啓孝三王事h客室施寸．

関係府省は、平成14年度か
ら、サービスフランチャイズシ
ステムにかかる環境を整備
する。

国土交通省 ・国土交通省のホームペー
ジ上に開設した交通分野の
起業に必要な情報を提供す
る 「交通分野の新サービス
情報」の稜能を拡充し、関
係機関・関係団体の情報を
より迅速に検索できるよう
にする。
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●　　　　　　　　　　●
総務省、経済産業省、国土
交通省は、協力して、平成14
年度から、全国規模での創
業・起業のため、経営、技
術、法律等の専門知識、行
政関連情報等がインターネッ

トの活用によりワンストップで
提供されるとともに、企業相
互の情報交流を促進する情
報サイト等の拡充．・創設を図
る。また、経済産業省は、平
成15年度から、創業・ベン

チャー及び中小企業のニー
ズに合わせ、大企業や国の
研究機関O B等の高度人材
が有する経営ノウハウ・技術

をマッチングさせる仕組みを
検討する。

国土交通省 ・国土交通省のホームペー

ジ上に開設した交通分野の
起業に必要な情報を提供す
る 「交通分野の新サービス
情報」の機能を拡充し、関
係機関・関係団体の情報を

より迅速に検索できるよう
にようにした。

関係府省は、上下水道業務 国土交通省 国土交通省では、平成13年4 ガイドラインで提案した考え方 （社）日本下水道協会におい
の民間委託、公営ガスの民 月に、下水道の維持管理に係 を取り入れた発注方式を導 て、平成14年度末を目途に、
営化を推進する。また、ケア る「性能発注の考え方に基づく入・検討する市町村（茨城県守 調査・検討結果をとりまとめ
ハウス、保育所及び学校等 民間委託のためのガイドライ 谷市等）が増加してきている。 る。なお、引き続きより円滑な
にPFIを活用する。 ン」を公表したところであるが、

現在、（社）日本下水道協会に
設置された維持管理業務委託
等調査専門委員会において、
ガイドラインで提案した発注方
式の普及促進に必要な条件
整備について調査・検討を進
めているところ。

導入に向けての検討を行う。

総務省、関係府省は、情報 国土交通省地理情報標準のJIS化のた

め、
JIS化のための専門用語の整
備。

lSOにおいて国際規格となっ ①日本工業標準調査会
開示の推進等を含め電子政 た項目について，順次JIS化 （J】SC）に対する準備。
府・電子自治体を推進し、 ・専門用語の審議を行っ を図る。 ②JISの審議・制定。
原則すべての国民との間の た。

・国際標準化機構日SOIにお
いて国際規格となった項目
について，JIS原案を審議
中。

③国際規格となった項fH こ
手続きの電子化を平成15年
度中に実施する。また、関
係府省は、ITS、引Sの本格
的普及、医療や防災等の公
共分野におけるIT化加速、
電子商取引等を推進すると
ともに、電子入札を積極的

に進める。

ついて，順次JIS化を図る。

GISアクションプログラム GISを利用する基盤環境を概 今後もGISアクションプログ ①②③GISアクションプログ
2002－2005に基づき、引き続 成し、GISを有効に活用し、 ラムの施策の着実な推進に ラムの施策の着実な推進に
きGIS関連諸施策を推進して
いる。

行政の効率化と質の高い行
政サービスの実現を図る取
り組みを進めている。

努める。 努める。
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℡ ℡
電子基準点データ常時収 地殻変動のリアルタイム監 なし　 ‾ （亘X窒）③　 安定した電子基準
集 ・解析 ・配信するシステ 視が可能となった。 点データ収集 ・解析に努
ムの構築を実施。 電子基準点リアルタイム

データを用いてc m オー
ダーでの位置情報サービス
を民間が行うことが可能と
か一ヽ声・

め、地殻変動監視及び位置
情報サービスを継続して行

う。

・ノンス トップ自動料金支 ・全体交通量の約 9 割が E ※平成15年度中 （実施時期
払いシステム （E T C ）を T C サービスを利用可能 は未定）
全国の主要な料金所 （約900 ・道路交通情報通信システ ・E T C 車載器リース制度
カ所）に盤備

・E T C の普及促進を目的
として rE T C 前払割引」
を導入

・通路交通情報通信システ
ム （V I C S ）によるサー
ビスを概ね全国で実施。

・走行支援システムの実道
実験を実施。

・一つの車載器で E T C や
駐車場管理等の路車間通信
を活用した官民の多様な
サービスを利用できる技術

の研究開発を推進。

ム （V I C S ）によるサー
ビスが概ね全国で利用可能

の創設

※平成15年度中 （実施時期
は未定）

・E T C 利用者に特化した
多様な料金施策の実施

③それ以降

・平成 1 5 年度未までに、基
本的に全ての料金所にE T

C を整備

①②③ （継続実施）

・一つの車載器で E T C や
駐車場管理等の路車間通信
を活用した官民の多様な

サービスを利用できる技術
の研究開発など、各種 I T
S サービスの研究開発 ・導
入を推進。

厚生労働省、国土交通省は 厚生労働省 O　 「安心ハウス構想」の O　 r安心ハウス構想」パ ○　 民間事業者等に対し、 ○　 民間団体が主催する、地

平成 1 4 年度、安心ハウス 国土交通省 普及、啓発のため、民間団 ンフレットの作成 （3 万部 「安心ハウス構想」につい 方公共団体、民間事業者等向
構想を推進する。 体が行う、パンフレット 発行、1 万部配布） て、引き続き普及 ・啓発を けのセミナーの開催に対して、

（3 万部発行）やテキス ト O　 r安心ハウス構想」に 図ること。 今後とも必要な協力を行う予
の作成及び地方公共団体、
民間事業者等向けのセミ
ナーの開催 （4 回開催）に
対して、必要な支援と協力
を行った。

関するテキス トの作成
○　 セミナーの開催 （東京
3 回、一大阪1 回　 受講者数
約 9 0 0 人）

定である。

国土交通省は平成14年度、 国土交通省 東京23区内及び武蔵野市 ・ 現在、東京23区内及び武蔵 「生活支援輸送サービス」 実験に参加した利用者及び
共同自家用運転手産業とも 三鷹市内、国分寺市 ・立川 野市 ・三鷹市内、国分寺 に関する課題については、 事業者の実験に対する意
いうべき生活支援輸送サー 市 ・国立市及び昭島市、川 市 ・立川市 ・国立市及び昭 実験に参加した利用者及び 見 ・評価を採り、 「生活支
ビスの振興を図る。 崎市麻生区内において平成 島市、叫崎市麻生区内にお 事業者の実験に対する意 援輸送サービス」に関する

15年1月31日～3月31日まで いて生活支援輸送サービス 見 ・評価を探り抽出する。 課題の抽出等を行うことに
の期間、生活支援輸送サー
ビスの社会実験を実施中。

の社会実験を実施中。 よって、このような輸送の
普及を図る。
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